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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年１１月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 不明（平成２９年１２月１８日 １６時２３分ごろ～１７時４５分ご

ろの間） 

発生場所 静岡県御前崎港 

 御前崎港外波除堤灯台から真方位０６６°８６０ｍ付近 

（概位 北緯３４°３７.６′ 東経１３８°１３.９′） 

事故の概要  プレジャーボートSparkle
ス パ ー ク ル

は、錨泊中、転覆した。 

 Sparkle は、船長及び同乗者が死亡し、船外機に濡損を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年１２月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート Sparkle、０.２トン 

 ２４２－２８９０９静岡、個人所有 

 ４.１２ｍ（Lr）×１.４２ｍ×０.４８ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、２２.０７kＷ、平成１７年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４８歳 

 二級小型船舶操縦士 

  免 許 登 録 日 平成１８年９月２８日 

  免許証交付日  平成２８年７月１日 

          （平成３３年９月７日まで有効） 

同乗者 男性 ５１歳 

 死傷者等 死亡 ２人（船長及び同乗者） 

 損傷 船外機に濡損 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ６、視界 良好  

海象：波高 約２ｍ、気温 約８℃、水温 約１７℃ 

日没時刻：１６時３９分ごろ 

 御前崎港は、年間を通じて西～北西の風が多く、特に冬季は西の季

節風が強く、１０m/s 以上の風が数日連吹することがある。 

 御前崎市には、１８日の本事故発生前には、風や波に関する警報及

び注意報は発表されていなかったが、本船が発見された直後の２０時

１６分に強風注意報及び波浪注意報が発表された。 
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 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者を乗せ、平成２９年１２月

１８日御前崎港のマリーナを出発し、港内で釣りをしていた。 

本船は、船長が、１６時２３分ごろ、機関が故障してコンテナター

ミナルのガントリークレーンと沖の防波堤との間を漂流しているの

で、救助して欲しい旨１１８番通報を行った後、１７時４５分ごろ、

捜索中の海上保安庁の監視取締艇により、落水した状態の船長及び同

乗者と共に転覆しているところを発見された。 

船長及び同乗者は、海上保安庁のヘリコプターに揚収されたが、搬

送された病院で死亡が確認され、いずれも溺水と検案された。 

本船は、１９日、監視取締艇にえい
．．

航されて御前崎港東ふ頭に係留

中の巡視船に横付けされた。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 本船は、錨が船首部から投入され、船首部ハンドレールに錨索が係

止されており、船体には、他船と衝突したような痕跡はなかった。 

船長及び同乗者は、膨張式の救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

あり 

 本船は、御前崎港において錨泊中、風力６の西風が吹き、波高約２

ｍの波が生じている状況下、１６時２３分ごろ船長が１１８番通報を

行った後、１７時４５分ごろ転覆している本船が発見されたことか

ら、この間において、転覆したものと考えられるが、転覆に至った状

況を明らかにすることはできなかった。 

 船長及び同乗者の死因は、溺水であった。 

 船長及び同乗者は、転覆時に落水し、溺死したものと考えられる

が、その状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、御前崎港において錨泊中、風力６の西風が吹

き、波高約２ｍの波が生じている状況下、転覆したものと考えられ

る。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・小型ボートの操船者は、船舶の堪航性を考慮し、海上で気象及び

海象が悪化した際は、直ちに帰航すること。 

・船外機は、定期的に点検し、異常がある場合は、整備業者に依頼

して修理すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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